
令和４年 ７月号 

発行：宮崎県楠の会 ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会 

 
 

■2022年７月１０日(日)  １３時半～１６時半                      

   《会 場》  宮崎市民プラザ ４階  学習室  

   《参加費》  会員無料 (一般500円 ※会の活動費にあてます)                   

   ●お問い合わせ先  宮崎県楠の会事務局  090-9603-8780 

  ひきこもり 

      つながる・かんがえる 
  ～2022年 対話交流会 Inみやざき～ 
 

     ファシリテーター :   下り藤 眞里 さん 

 今年もやります!!｟つな・かん｠ 

 対話の力で、何かの変化を起こす種を育む  
「つな・かん」は、新しいつながりの場を、どう生み出し、どう継続していくかを考える場です。偏見や

排除のない多様な生き方、これからの社会のあり方を語り合う場です。立場を超えた対等な関係

で、参加者同士が知り合い、考えや思いを分かち合える場です。「つな・かん」は、対話を通して、新

しいアイディアに共鳴した人同士がつながりを育み、アクションを模索していきます。 

     ●参加者 : ひきこもる本人、経験者、家族、支援者、関心のある一般の方等 

   【年会費納入のお願い】 

 宮崎県楠の会は、会員の皆様の会費で運営しています。  

 年会費の納入をよろしくお願いいたします。 
   

   ※会費納入の難しい方は植田までどうぞ。  

 ◆会費納入先 

     一家庭3,000円以上 (年会費)   

  【郵便振替】 

  ０１７５０－６－１０００９５      

       宮崎県「楠の会」 
 

今回、振込用紙を同封しております。                 

  「つな・かん」のあとは、なんだかすっきり!! 心が軽ーくなって、 

                            ご飯がおいしくなりますよ。 
 つなかんマダム 
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○この日は、親を中心に、当事者の若者、さらには支援者の方も含  

 めて、参加者は３４名でした。 

○まず、第一部では 令和4年度宮崎県「楠の会」総会を行いました。 

   1、開会  議長選任 → 黒岩さんにお願いしました。 

  ２、議事   

第一号議案  令和3年度事業報告及び収支決算書の承認について 

→ 代表の活動報告の後、都城、日南、小林各支部からおいでいただいた 

   代表から、各支部の様子をお話しいただきました。 

   会計の報告の後、会計監査の方から、承認の報告がありました。 

   ※ 一号議案については、承認いただくことができました。 

 

第二号議案  令和4年度事業計画及び収支予算書の承認について                          

→ 二号議案について、代表と会計から説明がありました。 

   令和4年度の特徴としては、コロナの終息を見計らいつつ、県外からの 

   講師も依頼していきたいということ、フードバンクみやざきからの食品配   

   布を継続していきたいということなどの説明がありました。 

   ※ 二号議案については、承認いただくことができました。 

  

３、その他 佐川さんより執行体制についての話があり、とどこおりなく総会を終了することができました。 

           

○第二部では、講演会を行いました。 

    講師 : 馬場 佳子氏 (一般社団法人OSDよりそいネットワーク 代表理事) 
 

｟現状を何とかしたい。この先起こることに備えたい。馬場先生に聞いてみましょう!!｠    
  

【馬場先生のお話より】 
 

 講師の馬場先生は、OSDよりそいネット代表理事のほか、よこはま都市未来研究所代

表、不動産鑑定士、林業技師、遺品整理アドバイザーなど様々な肩書を持っておられる

スーパーレディーとお見受けしました。 

 じつは、KHJ全国ひきこもり親の会の今の代表、伊藤さんの前に代表を務めておられ

た、池田佳世先生の娘さんであることを、この日初めて知りました。 

 さらに、お身内の5人の介護、子どもさんの不登校、ご自身の闘病経験を生かし、様々

な生きづらさと向き合い、現実的な解決策を模索し、活動しておられることを知りました。 
  

 ◆今までに80-50問題の相談は多数受けてきました 

   親亡き後はお金が大事であることはもちろんですが、お金だけあればいいというものではありません。 

  人は一人では生きていけません。精神的なバランスも大切になります。 

      O〔親〕・S〔死んだら〕・D〔どうしよう〕 ➡ O〔親〕・S〔生前に〕・D〔できること〕 

【６月の報告】６月１２日(日) 

 第一部    令和4年度宮崎県「楠の会」総会 

 第二部   馬場 佳子先生の講演会  

 「ひきこもりについて、困っていることは何か整理してみよう!!  」 

         講師 : 馬場 佳子氏 (一般社団法人OSDよりそいネットワーク 代表理事) 
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◆ 現状把握をしよう 

   ひきこもりの問題に加え、介護、認知症の問題、生活困窮などが 

  あいまって、親子が共倒れしたり、孤立するケースが現実にある。 

  「問題になっていることは何か、誰が何に困っているのか、問題と 

  感じているのは何か」を整理して、把握していくことが大事。 

   ➡そのためには、まずどこかに相談すること!! 

 

◆ できれば相談は早めがいい 

  「70-40」または「60-30」のうちに相談しよう!1 

   年を取ると、理解度が下がったり、仕方がないとあきらめやすく 

   なる。また、家族が疲弊して動けなくなることもある。可能性  

   の選択肢は、時間の経過とともに減っていきます。早めに動きだしましょう。 

 

◆ FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみよう 

  OSDよりそいネットワークに相談すると、ヒアリングを経てそれぞれの専門家につ  

  なげてもらうことができます。まずは、FPに窓口となってもらいますが、その理由 

  は、「80－50」問題では、親亡き後の経済的な不安を含む相談が多いからです。 

   ●FPのはじめの一歩は現状分析から。金融資産残高の動きを表すその家庭の「キャッ  

    シュフロー表」を作って、家計の将来を見通すところから始めます。 

 

◆「障害年金」は現状を打開する「希望の光」になる 

  年金給付の一つ「障害年金」は「障害者年金」とは言わず、正しくは「障害年金」  

 と言います。ともかくこの「障害」の 2 文字のせいで、「自分は障害者ではない！」  

 と言っ て受給に強い抵抗感を抱く方が多いのも事実です。   

  しかし、「障害年金」が現状を打開する「希望の光」になることも事実です。     

 「年金」は「保険制度」になっています。特に「障害年金」は 、20 歳になると日本に   

 住んでいる方が強制的に加入しているいわば「障害年金保険」です。なのに、加入し   

 ていることすら知らない人が多いのです。しかし、すでに加入している保険ですか、 

 ら請求できる状態になってしまったときは、躊躇なく「障害年金」を請求しましょう。  

 「障害者総合支援法」、「生活困窮者自立支援法」などによって、障害者や経済的に困   

 窮している方、しそうな方に対してさまざまな支援が用意されています。   

 これらの制度利用については、ひきこもり地域支援センターやお近くの役所の生活支援  

 窓口などで相談することができます。  

 

《デメリットは全くと言っていいほどありません》  

 ・「障害年金」を受給したために、将来の「老齢年金」が受け取れなくなることは   

   ありません。  

 ・「障害年金」を受給したために年金保険料が上がることもありません。  

 ・「障害年金」を受給しながらの就労も可能です。例えば、「障害年金」を受給しなが   

   ら「障害者雇用制度」を使い、無理のない働き方をすることも可能です。  
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 ◆親が認知症になったら 
  お金や不動産などが使えなくなることがあります。  

  財産凍結：財産の処分や管理ができなくなってしまう状態。 

  もし、財産が凍結されてしまったら……法定後見制度を利用するしかありません。  

  ( 認知症などによって判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度 ) 
   〇法定後見制度のメリット : 家庭裁判所の監督の下、後見人に 財産を守ってもらうことができます。     

     〇法定後見制度の デメリット・注意点 : 弁護士や司法書士などの専門家が、 後見人に選任される可能  

       性があります。その場合、月2万円～ 5万円 程度の報酬がかかります。  

 ◆親亡き後に対して 
まずは葬儀や納骨、誰が行うの？  

●公的な手続き ➡ 多くは短期間で行わなければなりません。  

●親の財産は凍結 ➡ 使うためには相続手続きが必要です。 

● 相続手続き ➡ 遺言書がなければ遺産分割協議が必要。          

 （遺された子たちで遺産分割協議、できますか？）  
 ※これらの不安、もしもの時に備える対策があります。  

 ❶ 相続の手続き（親のお金や不動産などを引き継ぐ手続き） ➡遺言書の準備 

 ❷ 葬儀や納骨などの死後事務 ➡死後事務委任契約の準備  

 

人間一人生きていくためには、様々な法律や制度のしがらみがあることを知りました。また私たちは、いろいろなこ

とを知らないで生きていることを知りました。葬式の時は、葬儀社が結構教えてくれますが、それにしても普段か

ら、様々な人と繋がっていることが大事だと思いました。まだまだこれから皆さんと勉強していきましょう。 

宮崎県内の施設のご案内 

「年金事務所」➡国民年金・障害年金などの相談➡・宮崎0985-52-2111 ・都城0986-23-2571 

                          ・延岡0982-21-5424 ・高鍋0983-23-5111 

 

「自立相談支援センター」〔困窮者支援センター〕➡ 宮崎市「これから」0985-42-9239 

  〔経済的な問題についての相談〕        県内の市と福祉こどもセンターにある 

 

「公証人役場」遺言書の作成など ➡ 宮崎公証人役場 0985-28-3038 ・都城0986-22-1804 

                      ・延岡0982-21-1339 ・日南0987-23-5430 

 

「包括支援センター」親が病気になったとき ➡ 県内各地にある 

 

「ライフサポートセンター」➡ 暮らしの相談・無料 0120-397-864 (宮崎太陽銀行本店前) 

 ファイナンシャルプランナー ➡ 身近では、保険会社に所属していることが多い。 

 

◆ＯＳＤ 無料相談会 

 ７/５〔火曜日〕13:00から開始 

 火・木・土の 1３:００～１７:００受付け予定 

 【訃報】

 

NHKの『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演され、20年にわたりひきこもり支援をされてきた 

石川清さんが突然お亡くなりになりました。宮崎にも月一回来られていたということで、ご遺族が 

関係者を探しておられます。携帯が開けられず連絡ができないということでした。(心当たりの方は植田まで) 
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★都城支部だより 
   

 ■令和４年７月の「都城例会」 
   《日時》 7月12日(火)  

        13時30分～15時30分 
   

  申込み・詳細は堀江さん 090-4581-5152 

 

宮崎県ひきこもり地域支援センター

（宮崎県総合保健センター４階精神保健福祉センター内）     

  〒880-0032 宮崎市霧島１丁目１－２ 

 専門の相談員が常駐し、親身になって相談に応じ

てくれます。楠の会会員も多数相談に訪れていま

す。みなさんも、一度足を運んで見られてはいかが

でしょうか。 

■電話相談   

  ０９８５－２７－８１３３看取り 

  ０９８５－４４－２４１１ 

   ※受付時間 ８：３０～１７：００ 

■来所相談 電話相談の後、予約して来所。 

■訪問支援 本人の状況や気持ちに合わせます。 

■家族教室開催 各地保健所 

一度登録すれば、親に何かあった時、必ず相

談に乗ってもらえます。勇気を出して相談に

行きましょう。秘密は厳守されます。 

宮崎県楠の会【若者の居場所】のお知らせ 
  

 宮崎県楠の会では若者のための居場所を開設

しています。気軽においでください。  

   

◆対 象 ひきこもり、ニート、発達障害、   

     精神障害等生きづらさを感じている  

     当事者、経験者のみなさん。 

 

◆日 時         ｐｍ２時～５時  

 

◆会 場 南宮崎駅前アーケード内  

     レインボー教室 

    (宮崎市大淀4丁目5-25) 

◆担当者 下り藤
さがりふじ

さん  

         電話 090-5385-7651 

 7月16日(土) 

★日南支部だより 
   

 ■令和４年７月の「日南例会」は 
    《日時》 7月16日(土)  

         13時30分～15時30分 

     《会場》 まなび ピア (木山２丁目)  

       申し込み・詳細は田中さんまで・・・。 

            電話 090-5949-8843 
★小林支部だより  
   

■令和４年７月の例会 
  《日時》 7月17日(日) (4月から第３日曜) 

        13時30分～15時30分 

   《会場》小林市福祉センター別館    

     問い合わせ 小林市社協 大学さん 

          電話 0984-23-3466 



 相談、家庭訪問 
 ◆相談電話《無料》  
 面談の方はあらかじめ植田までご予約ください。 

    ※緊急の場合はいつでもご相談ください。 

ニュース会員約110名 

援助会員約80名 

ホームページは 

宮崎県「楠の会」で  

KHJ全国家族会「みやざき楠の会」 

〒880-0944 

宮崎市江南４丁目９-９ 植田方 

電話   090-9603-8780(植田) 

ひきこもりの子を持つ親の会 

発行：宮崎県楠の会 

検索 

ク
リ
ッ
ク 

◆「宮崎県楠の会」若者就労支援  (賃金あり)          

 ・イオン アイカルチャーの清掃 

 ・郵送作業 

 ・宮崎市の公園清掃 
       090-9573-7199 担当 佐川さん 

イオン清掃 

イオン清掃 

フードバンクみやざき 

からの食品配布日 

 ◆７月10日(日曜日) 

  宮崎例会会場 

 ◆７月16日(土曜日) 

  レインボー教室 
 

※取りに来られない方 

にはお届けします。 
  〔連絡－植田まで〕 

公園清掃 

   

郵送作業 

  7/ 22 (金) 

 10時～12時 公園清掃 

日 月 火 水 木 金 土 
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